
建設部長目標

● 建設部長 肥沼　宏至（こいぬま　ひろのり）

　　　● 当部の仕事を通して貢献しているＳＤＧｓの主なゴール

● 建設部の仕事

● 建設部の令和３年度の目標

● 目標達成に向けた重点事業

№ 事業項目 事業の概要 事業の目標 事業の達成実績

1 都市計画道路の整備

　交通渋滞の緩和や交通
安全の確保のため、以下
の都市計画道路の整備
を推進します。

○北野下富線（1工区）
　　　　 〃       (4工区)

※(1工区)　延長470ｍ
　 松葉道北岩岡線
　    ～市道3-5号線

　（4工区）　延長358ｍ
　 県道所沢狭山線
       ～松葉道北岩岡線

○北野下富線
《用地》
   地権者の皆さまにご理
解をいただきながら、約
4,300㎡の土地を、令和4
年3月末までにお譲りいた
だけるよう進めていきま
す。

《調査》
   4工区では、鉄道を跨ぐ
部分の設計を令和4年3
月末までに完了させま
す。

《工事》
   1工区では、取得出来
ている用地で道路工事を
進めます。

○北野下富線
《用地》
   約4,300㎡のうち、3,690
㎡の土地をお譲りいただ
きました。引き続き、残り
の土地についてもお譲り
いただけるよう進めていき
ます。

《調査》
   関係する事業者との調
整に日数を要したため、7
月完了を目指し継続して
実施しています。

《工事》
  1工区で道路工事を281
ｍ進めました。

建設部は、建設総務課、道路建設課、計画道路整備課、道路維持課、公園課、営繕課及び河川課の7課で
構成され、道路照明灯の維持管理、道路の改良、生活道路の整備、都市計画道路の整備、道路・橋りょうの
維持補修、公園の新設・管理、公共建築物の設計・施工管理及び河川・水路の改修整備などが主な仕事で
す。

建設部は、本市のさらなる成長を支える道路、公園などの基盤施設の整備を進めるとともに、埼玉県などと
連携して進める総合治水対策、また、老朽化した施設の安全性確保のため、各種インフラの適切な維持管理
を進めてまいります。



2
総合治水対策事業
（清柳橋改築事業）

   柳瀬川及び東川の治
水対策を推進します。両
河川の合流点付近の河
川改修に合わせ、清柳橋
の改築を埼玉県及び清瀬
市と共同で進め、洪水被
害の軽減を目指します。

〇清柳橋の架け替え
《用地》
　地権者の皆さまにご理
解をいただきながら、新し
い橋の周辺道路整備に
必要となる約1,050㎡の土
地を、令和4年3月末まで
にお譲りいただけるよう進
めていきます。

《工事》
   新しい橋の上部工に着
手します。工事費は埼玉
県及び清瀬市からも負担
して頂きます。大規模な
工事のため、完了には令
和4年12月まで要します。

〇清柳橋の架け替え
《用地》
　約1,050㎡のうち、558㎡
の土地をお譲りいただき
ました。残りの土地につい
ては、物件の移転に日数
を要しています。

《工事》
   令和3年6月30日に工
事着手し、令和4年12月
の完了を目指し、継続し
て進めています。

3 都市公園の整備

　豊かな自然環境の保全
と併せ、市民憩いの場と
なる公園の整備を推進し
ます。
   所沢カルチャーパーク
の用地取得・工事を進
め、令和4年3月末までに
完了させます。

○所沢カルチャーパーク
《用地》
   地権者の皆さまにご理
解をいただきながら、約
6,000㎡の土地を、令和4
年3月末までにお譲りいた
だけるよう進めていきま
す。

《工事》
　築山に子供たちの冒険
心をかきたてるような大
型複合遊具を令和4年3
月末までに設置します。

○所沢カルチャーパーク
《用地》
   お譲りいただけません
でした。

《工事》
　大型複合遊具設置工事
を令和4年3月25日に完了
させました。


